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「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可申請を行う際の手引きです。 

許可申請を行う際は、「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する

審査基準を参照の上、「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可手続き様式を

使用し、申請書類を作成してください。 

また、宅地造成及び特定盛土等規制法の許可が必要な工事に該当する場合は、

同法第１５条第２項によりみなし規定が適用となるため、本手引きにより手続き

を行ってください（別途、宅地造成及び特定盛土等規制法の許可を申請する必要

はありません。）。 

 

 この手引きでの用語の定義は、以下のとおりとします。 

 

法        ： 都市計画法 

（昭和43年法律第100号） 

令        ： 都市計画法施行令 

（昭和44年政令第１５８号） 

規則       ： 都市計画法施行規則 

（昭和44年建設省令第49号） 

盛土規制法    ： 宅地造成及び特定盛土等規制法 

（昭和36年法律第191号） 

盛土規制法都条例 ： 宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例 

   （令和６年東京都条例第３６号） 



  1 

１ 開発行為に関する申請手続きの流れ 

 申請等手続き 担当部署 

１ 開発行為事前相談書の提出 市街地整備課 

２ 関連官公庁及び企業者協議 協議先等一覧表（P５）参照 

３ 法第３２条による公共施設の管理者の同意等 

工事第一課、工事第二課、 

各道路管理者（国、都、区等）、 

東京都下水道局、消防署 

４ 法第２９条による開発行為の許可の申請 市街地整備課 

５ 工程報告（※１） 市街地整備課 

６ 
開発許可標識（及び盛土規制法許可標識（※１））

の設置 
 

７ 工事着手届出書、工事現場管理者届出書の提出 市街地整備課 

８ 中間検査申請（※１） 市街地整備課 

９ 定期報告（※１） 市街地整備課 

1０ 下水道及び消防検査（※２） 東京都下水道局、消防署 

1１ 法第３６条第１項による工事完了届出書 
市街地整備課 

工事第一課、工事第二課 

※１ 盛土規制法の許可が必要な工事に該当する場合は、工程報告、中間検査の申請、定期報告、 

標識設置を行う必要があります。 

※２ 消防検査は消防水利の設置がある場合のみ。 
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■ 開発行為に関する申請手続きの流れ 
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■ 協議先一覧 

  

【雨水流出抑制施設の設置について】 

世田谷区では、近年頻発している局所的な集中豪雨から区民の生命と財産を守り、「水害に強い安全・

安心のまち世田谷」を目指して「世田谷区豪雨対策基本方針（平成２８年３月改定）」を策定しています。  

開発行為では、「世田谷区豪雨対策行動計画」に基づき、単位対策量６００㎥／ｈａの雨水流出抑制対

策が必要です。雨水流出抑制施設の設置計算書は電子申請サービス（LoGo フォーム）にて提出をお願

いします。（問合せ先：工事第一課、工事第二課） 
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２ 公共施設の管理者等の同意・協議 

 

公共施設の管理者等の同意・協議（法第３２条） 

開発許可申請をする際には、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者の同

意を得、新たに設置される公共施設を管理することになる者と協議をすることが必要で

す。 

世田谷区においては、土木部工事第一課または工事第二課（計画地の所在地により、

いずれかと協議してください）の工務担当と協議を行うとともに、下水道施設：都下水

道局、消防用貯水施設：消防署等との協議も必要です。 

なお、同意・協議申請書提出書類は、P５表１のとおりです。 

同意・協議後に変更が生じる場合は、「変更申請書（参考様式３２－３）」を提出して

ください。変更申請書には、変更前後の内容がわかる図面等を添付してください。 
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表１ 同意・協議申請書提出書類 

番号 項   目 内   容 備    考 

１ 同意・協議申請書  ・参考様式32-1のとお

り 

２ 位置図・案内図 ・開発区域の位置  

３ 現況図・区域図 ・開発区域 

・既存の道路、建物、擁壁等 

・現況地盤高 

・官民境界線 

・座標点 

・開発区域面積計算表 

・区域内だけではなく、

隣接地の状況も記載す

ること。 

・開発区域については座

標管理すること。 

４ 公共施設の管理者等に 

関する図面 

・開発区域 

・新設、廃止又は変更される 

公共施設 

・公共施設一覧表 

（参考様式32-2） 

・公共施設の面積求積図及び

面積計算表（新設帰属道路、

公園等） 

・開発区域及び道路の拡

幅位置については、事

前に市街地整備課と道

路管理課の確認を受け

ること。 

５ 公共施設構造図 ・公共施設の寸法 

・材料の種類 

 

６ 道路縦断図 ・現況及び計画縦断 ・原則、新設道路を帰属

する場合のみ 

７ 道路横断図 ・現況及び計画横断 ・原則、新設道路を帰属

する場合のみ 

８ 公共施設管理者との協

議をしたことを示す書

面の写し 

・下水道局等  

９ その他、区長が必要と

認めた書類 

  

［注］１．図面の大きさはＡ３サイズを基本とする。 

２．公共用地との境界については、再表示或いは事前に確定行為を行う。 
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参考様式３２－１ 

年  月  日 

 

世田谷区長 あて 

 

住 所 

申請者 

氏 名                   

 

ＴＥＬ   （   ） 

 

 

同 意 ・ 協 議 申 請 書 

 

都市計画法第３２条     □第１項       の規定に基づき、 

              □第２項   

 

別添開発計画に関係ある公共施設の管理者として、下記のとおり同意・協議をお願いいた

します。 

 

記 

 

１．開発区域に含まれる地域の名称 

 

世田谷区          丁目 

（住居表示） 

 

２．開発区域面積              別紙のとおり 

 

３．開発区域に関係がある公共施設      別紙のとおり 

 

４．添付図書     別紙のとおり 
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参考様式３２－２ 

 

公  共  施  設  一  覧  表 

 

開発区域 内 の 新たに設置する 公共施設一覧表       

 外     廃止する 

 

種 別 
番号 

記号 

概    要 施設の

管理者 

用地の 

管理者 
備考 

仕様・構造・寸法等、数量 
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参考様式３２－３ 

 

年  月  日 

 

世田谷区長 あて 

 

住 所 

申請者  

氏 名                  

 

 変  更  申  請  書 

 

都市計画法第３２条の規定に基づき    年  月  日付けで協議された内容

に変更が生じたため、変更申請します。 

 

記 

 

１ 開発区域に含まれる 

地域の名称 

 世田谷区       丁目 

 

（住居表示） 

 

２ 変更内容 
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３ 開発行為許可申請手続き 

許可申請・届出で提出する書類及び図面は、厚みに対応した紙製のファイルに綴じ、

表紙と背表紙に申請地・申請者名を記載すること。図面は、原則Ａ３版で作成の上、Ａ

４版に折りたたんで提出すること。申請書の後に目録をつけ、書類名・図面名を記載し

たインデックスを貼り付けること。正副提出が必要な場合は正本に原本を、副本は写し

でも可とする。  

図面・計算書には作成日を記載し、図面番号・ページ番号を記載すること。図面の文

字については、判読できる大きさに調整すること。 

 

※押印欄の廃止について 

令和３年２月より、開発行為許可に関する法第２９条許可申請以降の手続き等の際の

押印欄が廃止されているが、押印が不要になったのみで、意思確認は引き続き必要であ

ることに変わりはないため、手続きをすすめる際は、関係者に内容をよく説明し、意思

確認すること。 

 

３．１ 開発行為許可申請 

開発許可申請提出書類及び図面（正本１部、副本１部）は、表３・４を参照の上、該

当するものを添付。正本に原本、副本は写しで可。ただし、あて先が申請者の同意書・

協議書等については、正本に写し、副本に原本を添付。 

表３ 開発行為許可申請提出書類 

番号 項目 内容 備考 

１-１ 開発行為許可申請書 

（別記様式第二・手続

き様式P１） 

 ・面積は実測値を記入 

（開発区域の外周部で算

定、区画割部分の合計面

積ではない。） 

・住居表示を（ ）で記入 

１-２ 委任状 

（参考様式・手続き様

式 P２） 

 ・代理人に手続きを委任す

る場合に必要 

・行政書士法において、行政

書士又は行政書士法人で

ない者が、業として官公

署に提出する書類を作成

する業務を行うことは禁

止されている（他の法律

に別段の定めがある場合

を除く（建築士等））。 
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１-３ 本人確認書類 

（押印廃止による本人

の意思確認） 

・個人の場合：個人番号カー

ド写し、運転免許証写し、

運転経歴証明書写し、印鑑

登録証明書等のいずれか 

・法人の場合：法人の印鑑登

録証明書 

・申請日に有効なもの（印鑑

登録証明書、法人代表者

を確認できる履歴事項証

明書は発行から３カ月以

内のもの）で記載内容に

変更がないものを添付 

・法人代表者を確認できる

履歴事項証明書及び「代

表者個人の個人番号カー

ド写し・運転免許証写し・

運転経歴証明書の写し・

印鑑登録証明書等のいず

れか」でも可 

１-４ 地番表 

（参考様式・手続き様

式 P３） 

・町名、地番、地積（公簿）、

所有者等の権利者を若番

より順に記入 

 

２ 設計説明・概要書 

（参考様式・手続き様

式 P４-５） 

・設計の方針、土地の利用現

況、土地利用計画、公共施

設の整備計画等 

・自己の居住の用に供する

ための開発行為の場合

で、その開発行為の設計

の概要書として提出する

場合は、内容の一部を省

略しても良い。 

３ 資金計画書 

（別記様式第三・手続

き様式P６-７） 

・収支計画の概算 

・年度別資金計画 

・工事見積書 

・預金残高証明等 

・借入金を予定している場

合は、融資証明書等 

・工事完了公告前の承認申

請を受ける場合は、工事

完了公告までにかかる費

用を計上すること。 

・収支計画の各項目につい

ては、見積書の項目と対

比がわかるものを添付。 

４ 公共施設の管理者の同

意を証する書面 

・開発行為に関係がある公共

施設の管理者の同意書 

・世田谷区、下水道局等 

（法第３２条） 

・写しを正本、原本を副本に

添付 

５-1 公共施設管理予定者と

協議をしたことを示す

書面 

・開発行為及び開発行為に関

する工事により新たに設

置される公共施設の管理

者との協議書 

・世田谷区など 

（法第３２条） 

・写しを正本、原本を副本に

添付 
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５-２ ２０ha 以上の開発行

為の場合の諸施設の管

理者との協議をしたこ

とを示す書面 

・義務教育施設設置義務者 

・水道事業者 

 

５-３ ４０ha 以上の開発行

為の場合の諸施設の管

理者との協議をしたこ

とを示す書面 

・電気及びガス事業者 

・ＪＲ及び私鉄経営者 

 

６ 消防署確認書等  ・消防法第20条 

・原本を正本、写しを副本に

添付 

７-1 同意証明書 

（第９号様式・手続き

様式P８-９） 

・開発区域内及び開発行為に

関連する工事の区域内の

土地及び工作物等につい

て、開発行為の施行又は工

事の実施の妨げとなる所

有権、地上権、抵当権等の

権利者の同意証明書 

 

７-２ 本人確認書類 

（7-1）に係るもの 

（1-3）と同じ （1-3）と同じ 

８ 土地及び工作物等の登

記事項証明書 

・開発区域内及び開発行為に

関連する工事の区域内の

土地、家屋等の登記事項証

明書 

・発行から３ヶ月以内のも   

 の 

・申請受付時の権利関係が

記載されているもの 

・全部事項証明書 

（登記情報提供サービスで

出力したものは不可） 

９ 申請者の資力及び信用

に関する書類 

・個人の場合：住民票及び住

民税納税証明書 

・法人の場合：履歴事項証明

書、「代表者個人の個人番

号カード写し・運転免許証

写し・運転経歴証明書の写

し・印鑑登録証明書・住民

票の写し等のいずれかで

あって、氏名・生年月日・

住所を証する書類」、事業

経歴書、法人税納税証明書

（その1、その2）、財務諸

表等 

・発行から３ヶ月以内のも 

 の 

・申請受付時に記載内容が

変更されていないもの 

・（1-3）と兼ねても可 

・法人代表者を確認できる

履歴事項証明書と法人の

印鑑登録証明書で、代表

者の氏名・生年月日・住所

を確認できる場合は、法

人の印鑑登録証明書でも

可。 

・納税証明書は直近の年度
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・暴力団員等に該当しない旨

の誓約書（参考様式） 

のもの 

１０ 工事施行者の能力に関

する書類 

・法人の履歴事項証明書 

・工事経歴書（請負金額500

万円以上の土木工事につ

いて直近２年間分） 

・建設業許可通知書の写し又

は建設業許可証明書 

・その他区長が必要と認める

書類 

・履歴事項証明書は、３ヶ月

以内のもの 

・建設業の許可は、土木工事

業を含むもの 

・申請受付時に記載内容が

変更されていないもの 

 

１１ 設計者の資格を証する

書類 

（参考様式・手続き様

式 P１２） 

・設計者の資格に関する申請

書 

・卒業証明書、資格証明書等

資格を証明する書類 

・１ha以上の開発行為の場

合 

１２ 都市計画法以外の法律

等に基づく許可、認可

等が必要な場合はその

許可書等の写し 

・風景づくり条例 

・ユニバーサル推進条例 

・世田谷区みどりの基本条例 

・環境基本条例 

・世田谷区国分寺崖線保全 

条例 

・東京都における自然の保護

と回復に関する条例 

・世田谷区清掃・リサイクル

条例 

・雨水流出抑制施設設置計算

書（工事第一課または工事

第二課の工務担当と協議

済のもの） 

・世田谷区では、よりよい住

環境を保全・創出するた

めに、様々な条例・要綱等

を制定しています。開発

許可申請を提出する前ま

でに必要な協議を行って

ください。協議が不要な

場合は、その旨を確認で

きる議事録等を添付して

ください。 

 

１３ その他、区長が必要と

認めた書類 

・誓約書等（参考様式・手続

き様式P１１） 

 

［注］１．委任状に「・・開発許可の申請から完了までの一切の手続き・・」を明記してある

場合は、申請ごとに添付する必要はありません。 

２．自己の居住又は開発区域の規模が１ha 未満の自己の業務の用に供するための開発

行為（宅地造成及び特定盛土等規制法の許可を要さないものに限る）の場合は、３・

９・１０の書類は不要です。 
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表４ 開発行為許可申請提出図面  ※規模に応じてわかり易い縮尺とすること 

番 号 
図面名・縮尺 

計算書 
明示すべき事項 備考 

１ 位置図 

1/2,000程

度 

・方位 

・申請区域（着色） 

・道路、水路、河川等 

・都市計画施設 

・目標物 

・所在地を明示すること。 

（地番・住居表示）  

 

２ 公図の写し ・申請区域（着色） 

・関連工事区域（申請区域とは別

の色で着色） 

（筆境と区域境を判別できるよ

う着色） 

・申請受付直前のものを添付 

・申請区域に接する敷地を含むもの 

・申請受付時に記載内容が変更され

ていないもの 

３ 公共施設の

管理者等に

関する図面 

・開発区域、廃止または変更され

る公共施設、新設される公共

施設、公共施設の管理者、用地

の所有者 

・新旧公共施設対照表を図面の余白

に記入すること。縮尺は規模に応

じて適切に設定すること。 

４ 現況図・区域

図 

1/500以上 

・方位 

・申請区域（着色） 

・道路（種別、幅員）、水路等（着

色） 

・既存建物、擁壁等 

・等高線 

・現況地盤高 

・公図の地番境（申請区域を着色

で明示） 

・樹木 

・座標点 

・区域内だけではなく、隣接地の状況

も記載すること。 

・開発区域については座標により管

理・求積すること。 

・等高線は１m間隔で設定。 

・樹木、樹木の集団、表土の状況を記

載（規模が１ha（風致地区について

は3,000㎡）以上の開発行為）。 

５ 求積図 

1/500以上 

・座標で表示、計算したもの ・官民境界確定後のもの 

６ 土地利用計

画図 

1/500以上 

・方位 

・申請区域（着色） 

・現況地盤高 

・計画地盤高 

・擁壁（義務・任意の別を記載） 

・崖面崩壊防止施設、地滑り抑

止ぐい又はグラウンドアンカ

ーその他の土留めの位置 

・法面、がけの表示・勾配 

・排水施設 

・擁壁の構造、高さ、延長、義務・任

意擁壁の明示 

・崖面崩壊防止施設、地滑り抑止ぐい

又はグラウンドアンカーその他の

土留めの構造も明記すること 

・法面処理箇所の保護方法の明示 

・既存道路の幅員・種別・拡幅方法・

拡幅後の幅員、新設道路の幅員・延

長・転回広場の位置等、世田谷区開

発審査基準に適合していることが
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・道路、水路等の公共施設の位

置、幅員及び形状（着色） 

・断面図作成箇所 

・区画割する場合は、区画割図 

・予定建築物等の形状、用途 

・樹木、樹木の集団、緩衝帯の位

置及び形状 

・表土の状況 

わかるよう記載すること。 

・樹木、樹木の集団、表土の状況を記

載（規模が１ha（風致地区につい

ては3,000㎡）以上の開発行為）。 

７ 造成計画平

面図 

1/500以上 

・方位 

・申請区域（着色） 

・現況地盤高 

・計画地盤高 

・切土、盛土、切盛土部分を表示 

・擁壁（義務・任意の別を記載） 

・法面、がけの表示・勾配 

・排水施設 

・道路、水路等の公共施設の位

置、幅員及び形状 

・断面図作成箇所 

・区画割する場合は、区画割図 

・予定建築物等の形状、用途 

・表土の復元等の措置を講ずる

部分 

・切土部を黄色、盛土部を赤色で着色 

・擁壁の構造、高さ、延長、義務・任

意擁壁の明示 

・法面処理箇所の保護方法の明示 

・道路拡幅部分の寸法明示 

・建築物の一部が擁壁を兼ねる計画

の場合は、建築物の平面図 

・擁壁に折れ点がある場合は、その角

度 

 

 

８ 造成計画断

面図 

1/500以上 

・切土または盛土をする前後の

地盤面を明示 

・勾配 

・高低差の大きい部分にて作成する

こと。 

・切土部を黄色、盛土部を赤色で着

色。 

・建築物の一部が擁壁を兼ねる計画

の場合は、建築物の断面図。 

・隣地部分についても記載すること。 

９ 排水施設計

画平面図 

1/500以上 

・方位 

・申請区域（着色） 

・集水区域（着色等で明記） 

・排水施設の位置、種類、材料、

形状、内法寸法、勾配 

・人孔、マス 

・流下方向（矢印で明示） 

・接続先 

・放流許可量より計画流出量が大き

い場合は調整池、吸込槽を設置。 

・流出係数の取り方に注意。 

・管渠の内径は20cm以上。 

・地表水の流下方向はがけと反対方

向とする。 

・雨水マスの泥溜めは15cm以上と

する。 

・集水区域を定め、その区域から流出

する雨水に応じた管渠とし、管渠
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の勾配、流速、断面積及び計画流出

量等を算定した計画書を添付。 

・取付管・本管の流下能力について、

計画流出量を上回ることを確認す

ること。算定式や係数は世田谷区

の審査基準によること（合流地域

の場合は雨水・汚水の排水量の合

算値で算定。）。 

10 給水施設計

画平面図 

1/500以上 

・給水施設の位置、形状、内法寸

法及び取水方法並びに消火栓

の位置 

・給排水施設計画平面図としてまと

めても可。 

11 公共施設構

造図 

1/50以上 

・公共施設の寸法、材料の種類 ・世田谷区標準構造図集による。 

12 がけの断面

図 

1/50以上 

・がけの高さ、勾配、土質（土質

の種類が２以上であるとき

は、それぞれの土質及びその

地層の範囲）、切土又は盛土を

する前の地盤面並びにがけ面

の保護の方法 

・切土をした土地の部分に生ずる高

さが２m を超えるがけ、盛土をし

た土地の部分に生ずる高さが１m

を超えるがけ、切土と盛土を同時

にした土地の部分に生ずる高さが

２m を超えるがけについて作成す

ること。 

13-

１ 

擁壁の配置

図 

1/50以上 

 

 

・擁壁（タイプ別に着色等で表

示） 

・法面、がけの表示・勾配 

・現況地盤高 

・計画地盤高 

・道路、水路等の公共施設の位

置、幅員及び形状 

・全体計画図の中に、どの擁壁をどこ

に配置するか、わかるよう図示。 

 

13-

２ 

擁壁の断面

図 

1/50以上 

・申請区域（着色） 

・高さ 

・根入れ深さ 

・水抜穴 

・透水層の位置及び寸法 

・土質（背面土・底版下部） 

・支持地盤説明 

・基礎杭、地盤改良の有無 

・配筋図 

・積載荷重 

・使用する鉄筋の強度種別 

・コンクリート設計基準強度 

・構造別、タイプ毎に作成。 

・鉄筋中心からの配置寸法を明記。 

（最外縁の鉄筋からのかぶり厚さを

明記） 

・直接基礎の場合は、必要地耐力記

載。 

・地耐力確認方法記載。 

・杭基礎の場合は、底版への杭ののみ

込み寸法明記。 
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・継手長さ明記 

13-

３ 

擁壁の展開

図・背面図 

1/50以上 

・形状 

・高さ（見え高、根入れ深さ等） 

・地盤高（現況、計画及び隣地） 

・延長 

・伸縮目地 

・水抜穴 

・透水層 

・擁壁全体の形状寸法等を明 示。 

・伸縮目地は20ｍ以内。 

・全面に透水層を設ける。 

・土地利用計画図と高さの基準をそ

ろえること。 

14-

1 

杭・地盤改良

平面図 

・配置寸法  

14-

2 

杭・地盤改良

断面図 

 

 

 

・深さ方向寸法 

・ボーリングデータとの重ね図 

・杭仕様（名称、厚み、継手位置・

仕様・検査方法、支持層への貫

入量等） 

・地盤改良仕様（名称、配合量、

設計基準強度、施工方法等） 

・土地利用計画図と高さの基準をそ

ろえること。 

・擁壁底板部（杭頭部）、支持部等各

部分の計画レベルを記載するこ

と。 

15 擁壁の構造

計算書 

(ＳＩ単位に

よる) 

・設計方針 

・設計条件 

・転倒、滑動、沈下に対する検討 

・断面力に対する検討 

・準用する建築基準法及び宅地造成

等規制法により作成すること。 

・認定品を使用する場合は、認定書と

別添、設計資料の写し一式添付（認

定条件外での使用は不可） 

・構造計算ソフトの出力を添付する

だけでは不可（設計方針・説明を記

載して、構造計算書としてとりま

とめること。）。 

16 

 

地盤調査報

告書 

・一式 ・敷地内で行ったもの 

17 

 

杭・地盤改良

計算書(ＳＩ

単位による) 

・上部構造部の荷重を適切に反

映したもの 

・認定品を使用する場合は、認定書と

別添、設計資料の写し一式添付 

18 斜面の安定

計算書 

・設計条件 

・土質、土圧、水位 

・斜面先、斜面、底部崩壊の検討 

・がけ面を擁壁で覆わない場合に必

要 

19 崖面崩壊防

止施設の断

面図 

1/500以上 

・崖面崩壊防止施設の寸法及び

勾配、崖面崩壊防止施設の材

料の種類及び寸法、崖面崩壊

防止施設を設置する前後の地

盤面、基礎地盤の土質並びに

透水層の位置及び寸法 
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20 崖面崩壊防

止施設の背

面図 

1/500以上 

・崖面崩壊防止施設の寸法、水抜

穴の位置、材料及び内径並び

に透水層の位置及び寸法 

 

21 現況写真 ・盛土又は切土をしようとする

土地及びその付近の状況を明

らかにする写真 

 

22 その他、区長

が必要と認

めた図書 

・官民境界確定図（道路・水路敷

等） 

・国、東京都、世田谷区等が証明した

もの。 

23 開発登録簿 ・公図写し 

・土地利用計画図 

・公共施設一覧 

・土地利用計画面積・割合 

・調書 

・A１サイズ、モノクロで作成 

・許可番号、日付等は許可後に担当者

からお知らせいたします 

・手続き様式 P２９参照。 

・普通紙に印刷 

［注］１．自己の居住の用に供するための開発行為の場合は、１0の図面は不要。 

２．設計図作成にあたり、申請図書の凡例一覧を参考にすること。 

３．開発区域の境界は、全て赤色の一点鎖線で、取付道路等当該開発行為に関す 

る工事が行われる区域の境界は、青色の二点鎖線でそれぞれ表示すること。 
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申請図書の凡例一覧表 

名    称 記    号 名    称 記    号 名    称 記    号 

開発区域境界線           雨 水 管 渠          

 

汚 水 角 形 人 孔           

工 区 境 界          
第  １  工  区 

第  ２  工  区 
汚 水 管 渠          河       川  

街 区 番 号          

 

合 流 管 渠          法       面  

宅 地 番 号          既 設 管 渠           間知ブロック積擁壁 
Ｈ－２．５ 

公 共 公 益 用 地          横 断 暗 渠          種   別 重 力 式 擁 壁          
Ｈ－３．０ 

造 成 計 画 高          

暗 

 

渠 

円 形           ・  内  径 Ｒ Ｃ 擁 壁          
Ｈ－３．０ 

敷 地 面 積          馬 蹄 形           ・  巾×高さ 給 水 管           

Ｂ       M 

  ・ 

矩      形   ・  巾×高さ 制 水 弁           

位       置 卵      形   ・  呼 び 名     消 防 水 利 施 設          
消火栓 防火水槽は実在 

Ｆ  Ｆの形にする        

高       さ 

開 

 

 

渠 

Ｕ形側溝及び寸法 Ｕ－○○ 階       段  

道路番号及び幅員          
   ３     道路番号 

６．５      幅  員 Ｌ形側溝及び寸法 Ｌ－○○ ガ ー ド レ ー ル            ・ ・ ・ ・         

勾 配 、 延 長          
ｉ＝ ３．０％ 

ｌ＝３０．００ 
Ｌｕ形側溝及び寸法 ＬＵ－○○ ガードフェンス            ・ ・ ・ ・         

変 化 点           グレーチング側溝 巾×高さ      落 石 防 護 柵          ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

管 番 号           

 

ｉ＝ 

Ｌ＝ 

 

 

ｉ＝ 

Ｌ＝ 

そ の 他 開 渠           ・  巾×高さ 車 止 め          
可動式又は固定式 

○    ○ 

管       径 桝       類  樹       木 
    × × × 

     × × 

勾       配 雨 水 円 形 人 孔          ○ 緩 衝 帯           

管 延 長          汚 水 円 形 人 孔          ●   

流 水 方 向           雨 水 角 形 人 孔             

１－１ 
ＦＨ 
㎡ 

街区番号 

計 画 高     

敷地面積 

共 住 
ＦＨ 
㎡ 

予定建築物の用途 

計 画 高     

敷地面積 

公 園 
ＦＨ 

㎡ 敷地面積 

計 画 高     

公共公益施設の名称 

ＴＢＭ Ｈ＝１０．００ 

汚水 

雨水 ・ 

・ 
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３．２ 特定工程に係る工事の工程報告書（正本１部） 

盛土規制法のみなし許可に該当し、盛土規制法都条例第３条で指定する規模の宅

地造成及び特定盛土等で同条例第４条第１項の特定工程を含む場合は、同条第２項

により、「特定工程通知書」（第１４号様式）にて通知する。同条第３項の「特定

工程に係る工事の工程報告書」（参考様式・手続き様式 P１３）にて、工事の工程

をすみやかに報告すること。同条第４項により、２以上の工程の特定工程について、

いずれかの工程を特定工程と指定した際には、同条第５項により通知するが、特に

通知がない場合は、すべての特定工程が中間検査の対象となる。  

 

中間検査・特定工程フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．３ 工事着手届出書（正本１部） 

工事に着手したときは、速やかに「工事着手届出書」（第１３号様式・手続き様

式 P１４）と「工程表」を提出すること。また、現地の見やすい場所（大規模な造

成地の場合は、複数箇所）に標識を設置し、設置状況を確認できる写真（近景、遠

景）を添付すること。 

 

①盛土規制法みなし許可適用ではない場合 

「開発許可標識」（第４号様式・手続き様式 P1５） 

②盛土規制法みなし規定が適用となる場合 

「宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可済標識」（手続き様式 P１６） 

または 

「開発許可標識」（第４号様式・手続き様式 P1５）と「宅地造成又は特定盛土等

に関する工事の許可済標識」（様式第二十三・盛土規制法手続き様式 P１７）をそ

れぞれ設置すること。 

③見取図欄には、造成計画または土石の堆積計画がわかる図面を張り付けること。

欄が小さい場合は、規定の標識の大きさ以上に拡大しても可。  

合
格 

条
例
第
４
条
第
４
項
・
第
５
項 

特
定
工
程
の
指
定
・
通
知 

（
世
田
谷
区
） 

盛
土
規
制
法
第
１
８
条
第
３
項 

特
定
工
程
後
の
工
程
の
工
事 

（
許
可
を
受
け
た
者
） 

盛
土
規
制
法
第
１
８
条
第
２
項 

中
間
検
査
合
格
証
発
行 

（
世
田
谷
区
） 

盛
土
規
制
法
第
１
８
条
第
１
項 

中
間
検
査 

条
例
第
４
条
第
３
項 

工
程
の
報
告 

（
許
可
を
受
け
た
者
） 

開
発
許
可 

条
例
第
４
条
第
２
項 

特
定
工
程
の
通
知 

（
世
田
谷
区
） 
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３．４ 開発行為変更許可申請（正本１部、副本１部） 

許可後に生じる変更が次のいずれかに該当する場合は、変更許可が必要となる

ため、事前に相談の上、「計画変更に関する事前協議書」、「開発行為変更許可申

請書」（第１号様式・手続き様式 P1８）を提出すること。 

・申請区域（申請区域を工区に分けたときは、申請区域または工区）の位置、

区域および規模の変更 

・造成計画全般（切・盛土をする範囲、擁壁の工法・材質・高さ）の変更  

・当初計画と同一性を失うような大幅な設計変更の場合は、変更許可申請では    

なく、工事廃止届を提出の上、再度許可申請が必要となります。  

表５ 開発行為変更許可申請提出書類 

番号 書類・図面名 
内容・明示すべき

事項 
備考 

１ 
開発行為変更許可申

請書（第１号様式） 

・申請日、許可番 

号等 

・許可申請に準じる 

２ 
開発行為変更説明書 ・変更項目、項目ご

との変更理由 

・変更内容、理由等を項目ごとに具

体的に説明すること 

3 位置図  ・許可申請時に添付したもの 

4 

変更許可に関連ずる

図面・計算書等 

・変更にかかわるも 

 の 

・変更前後を添付 

・変更箇所が分かるよう着色 

・公共施設管理者の変更に関 

する同意添付 

・図面作成日を記載 

5 

開発登録簿 ・公図写し 

・土地利用計画図 

・公共施設一覧 

・土地利用計画面

積・割合 

・調書 

・変更後の内容を反映させ、A１サ 

イズ、モノクロで作成 

・許可番号、日付等は許可後に担当

者からお知らせいたします 

・手続き様式 P２９参照 

・普通紙に印刷 

 

 

３．５ 開発行為軽微変更届出書（正本１部） 

許可後に生じる変更が軽微な変更（規則第２８条の４）に該当する場合は、「開

発行為軽微変更届出書」（第２号様式・手続き様式 P1９）を提出すること。 
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３．６ 中間検査 

（１）現場検査の場合 

  令和６年７月３０日以前に開発許可を受けた場合   

擁壁の設置工事がある場合は、工事施工中に現場検査を実施します。 

 

（工程連絡） 

工事に着手した後は、各工程に応じ、計画書や報告書の提出をし、検査の受検を

申し出ること（提出の必要な書類や検査の工程については、許可時にお知らせし

ます。）。 

各工程において、適切に施工されたことを確認できない場合は、開発工事完了時

に、検査済証を発行できない場合があるので、注意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程前 計画書・調査結果・試験結果提出
該当 工事内容 該当項目 提出日

杭打ち 杭工事施工計画書

地盤改良 地盤改良施工計画書

地盤調査結果報告書

裏込め土 土質試験報告書

その他

工事連絡（工程検査）
該当 工事内容 工程 提出日

杭打ち 杭打ち

地盤改良 地盤改良工事

根切り

擁壁　底版　配筋

擁壁　竪壁　配筋

その他

工程後 報告書提出
該当 工事内容 該当項目 提出日

杭工事施工結果報告書

杭施工誤差検討書

地盤改良工事施工結果報告書

供試体圧縮強度試験結果

その他

完了検査時提出書類
該当 工事内容 該当項目 提出日

ミルシート

コンクリート圧縮強度試験結果（打設日毎）

材料検査

根切り

擁壁　底版　配筋ピッチ・かぶり厚・外形寸法

擁壁　竪壁　配筋ピッチ・かぶり厚・外形寸法

擁壁　伸縮目地設置状況

擁壁　止水コンクリート・背面透水層　設置状況

擁壁　背面　透水マット　施工状況

擁壁　裏込め土　埋戻し ・転圧

擁壁　水抜き穴

擁壁　出来形寸法

重量ブロック　施工状況

雨水浸透トレンチ　施工状況

その他

工事記録写真
（黒板等に施工箇所・
施行日等を記載し、

各寸法を確認できるよう、
近景と遠景で撮影）

擁壁

杭打ち

地盤改良

擁壁

擁壁
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（２）盛土規制法による法定検査の場合 

 令和６年７月３１日以降に開発許可を受けた場合   

盛土規制法の許可対象となる造成工事が含まれ、同法第１５条第２項のみなし規

定が適用となる場合は、同法第１８条第１項により、同法施行令第２４条による特

定工程を含む工事をする場合は、中間検査が必要となります。また、宅地造成及び

特定盛土等規制法施行条例（以下「条例」という。）第４条第１項により、以下の

工程が特定工程として追加されております。 

盛土規制法第１８条第３項により、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、

特定工程後の工程の工事をすることができません。 

「宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請書」（様式第十三・手続

き様式 P２０）により、特定工程に係る工事を終えた日から４日以内に申請するこ

と。申請にあたり、事前に担当者と日程について調整すること。  

特定工程を２以上の工程（工区）に分けて施工する場合は、同条第４項により工

程（工区）を指定し、同条第５項により通知する場合があるが、原則として、全て

の特定工程の各工程（工区）が中間検査の対象となる。 

表６ 中間検査申請提出書類 

番号 書類名・図面 内容 備考 

１ 「宅地造成又は特定

盛土等に関する工事

の中間検査申請書」 

（様式第十三） 

  

2 平面図  ・工事の内容を明示した平面図を

添付 

 

表７ 特定工程一覧 

 特定工程 特定工程後の工程 

施行令 
盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤

面に排水施設を設置する工事 

排水施設の周囲を砕石その

他の資材で埋める工事 

条

例 

一 盛土をする前の地盤に対して段切りを行う工事 盛土をする工事 

二 擁壁の設置のための根切りを行う工事 擁壁を設置する工事 

三 擁壁の基礎地盤の改良を行う工事 擁壁を設置する工事 

四 擁壁の基礎ぐいの打込みを行う工事 擁壁を設置する工事 

五 擁壁（鉄筋コンクリート造のものに限る。）の

鉄筋の組立てを行う工事 

コンクリートを打設する工

事 

六 擁壁の根入れ部分（練積み造のものに限る。）

を築造する工事 

擁壁の地表面を超える高さ

の部分を築造する工事 

七 
盛土の内部に排水施設を設置する工事 

排水施設の周囲を砕石その

他の資材で埋める工事 

八 
盛土の内部に透水層を設ける工事 

透水層の上面に盛土をする

工事 
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３．７ 盛土規制法第１９条第１項による定期報告（正本１部） 

盛土規制法施行令第２３条による規模の工事については、許可を受けた日か

ら工事が完了するまでの間、３カ月ごとに工事の状況を、「定期報告書」（第９

号様式・手続き様式 P２１）により行うこと。 

表８ 定期報告提出書類 

番号 書類名・図面 内容・明示すべき事項 備考 

１ 「定期報告書」 

（第９号様式） 

  

2 現況写真  ・工事（造成及び擁壁等の施工

状況）を行っている土地及び

その付近の状況が分かるもの 

※必要に応じて「「宅地造成及び特定盛土等規制法」（盛土規制法）の規定に基づ  

く宅地造成等に関する工事の許可申請の手引き」を参照すること。  

 

３．８ 工事完了届出書（正本１部） 

表９ 工事完了届出提出書類 

番号 書類・図面名 内容・明示すべき事項 備考 

１ 

公共施設工事完了届出

書（別記様式第五） 

・開発行為に関する工事

のうち公共施設に関す

る工事が完了したとき 

・開発行為に関する工事と同

時に完了した場合は、「公共

施設工事完了届出書」は省

略して「工事完了届出書」

のみを提出すればよい。 

 

２ 

工事完了届出書 

（別記様式第四・手続き

様式 P２２） 

・開発行為に関する全て

の工事が完了したとき 

3 位置図   

4 

公図の写し  ・公共施設として帰属する部

分がある場合は、分筆した

後のもの。 

・許可時より変更がある場合

は、添付。 

・開発登録簿に変更内容を反

映すること。 

５ 
帰属予定部分の登記簿

の写し 

・抵当権等、所有権以外

の権利がないこと。 

 

６ 

公共施設の管理者等に

関する図面（完成図） 

・新設道路を帰属する場

合は、道路縦断図、横断

図も添付すること。 
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７ 
土地利用計画図（完成

図） 

  

８ 
公共施設（道路・公園）

の実測求積図 

 ・帰属部分がある場合のみ。 

９ 

境界点実測図 ・道路管理課の確認を受

けること 

・帰属部分がある場合のみ。 

・道路管理課の確認を受ける

こと。 

１０ 

開発登録簿 ・公図写し 

・土地利用計画図 

・公共施設一覧 

・土地利用計画面積・割

合 

・調書 

・完了公告後、普通紙に印刷

して提出。 

1１ 

工事に使用した材料を

確認できるもの 

・ミルシート 

・コンクリート圧縮強度

試験結果（打設日毎） 

・その他 

・擁壁がある場合。 

1２ 

工事記録写真  ・正本のみ添付。 

・工事箇所がわかるようにま

とめたもの。 

１３ 

その他 

（許可申請時から変更

があった場合） 

・公共施設構造図 

・雨水流出抑制施設 

（計算書、完成図） 

・必要に応じて追加で工事第

一課又は工事第二課へ提出

すること。 

 

※ 注意事項 

① 盛土規制法のみなし規定が適用となる場合は、すべての特定工程の中間検査が

合格していること。 

② 完了検査日については、工事が必ず完了する希望日を複数日設定の上、１０日

前までに連絡してください。日程調整の上、担当者より連絡します。完了検査

時に工事が完了していないことがないよう、天候等も考慮した上で、日程調整

してください。 

③ 公共施設及び雨水流出抑制施設の工事に関しては、工事第一課、工事第二課、

土木管理事務所と十分に連絡・調整の上、準備をすすめてください。提出書類

の内容については、検査を希望する日の 1 週間前までに工事第一課、工事第二

課の確認を受けてください（工事記録写真含む）。  

④ 区に帰属する公共施設の引継ぎに関する手続き（図面作成、分筆作業、抵当権

の抹消等）は、道路管理課及び工事第一課、工事第二課と事前に調整の上、完

了させておいてください。 
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⑤ 事前に東京都下水道局及び消防署（※）の検査を受けてください。  

  ※消防水利の設置がある場合のみ  

⑥ 完了検査時には、各寸法の計測等を行いますので、検査に対応できる人員・器

具等をご準備ください。 

⑦ 開発登録簿は、検査済証交付時に検査済証番号・日付及び完了公告番号・日付

をお伝えしますので、開発登録簿の調書欄に反映の上、PDF で提出して下さ

い。区担当者の確認を受けた後、普通紙に印刷して提出して下さい。  

 

３．９ 工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請  

（正本１部、副本１部） 

表１０ 建設承認申請提出書類 

番号 書類・図面名 内容・明示すべき事項 備考 

１ 

工事完了公告前の建築

物の建築又は特定工作

物の建設承認申請書 

（第１５号様式・手続

き様式 P２３） 

 ・承認対象となるかどうか事

前に担当者に相談すること 

2 理由書   

3 位置図  ・許可申請時に添付したもの 

4 

土地利用計画図  ・一部分を敷地とした建築計

画の場合は、着色等でその

部分を明示 

5 

確認申請図書 ・申請書第一面～第五面 

・案内図 

・配置図 

・平面図 

・立面図 

・断面図 

・その他 

・建築計画が変更になる場合

は、再申請が必要 

 

３．１０ 開発行為の承継届出等（法第４４条）（正本１部） 

表１１ 開発行為承継届出提出書類 

番号 書類・図面名 内容・明示すべき事項 備考 

１ 

地位の承継届出書 

（一般承継人） 

（第１７号様式・手続

き様式 P２４） 

・遺産分割協議書、登記事

項証明書等、承継した

ことを証する書類を添

付。 

・地位を承継したときは遅滞

なく提出 

・開発許可を受けた者の相続

人、合併後の法人等の一般



  26 

承継人が届出る。 

・承継の理由（相続、合併そ

の他）は具体的に記入 

2 

開発登録簿 ・公図写し 

・土地利用計画図 

・公共施設一覧 

・土地利用計画面積・割合 

・調書 

・A１サイズ、モノクロで 

作成 

・記載内容は担当者に問い 

合わせること 

・手続き様式 P２９参照 

 

３．１１ 開発行為の承継承認申請（法第４５条）（正本１部、副本１部） 

表１２ 開発行為承継承認申請提出書類 

番号 書類・図面名 内容・明示すべき事項 備考 

１ 

地位の承継の承認申請

書（特定承継人） 

（第１８号様式・手続

き様式 P２５） 

・工事施行に関する権限

を承継したことを証す

る書類、承継人の本人

確認書類、資力及び信

用に関する書類を添

付。 

・承継同意書（旧事業主が

新事業主への承継を認

める書類、書式自由） 

・工事を施行する権限を取得

した者が申請する。 

２ 

開発登録簿 ・公図写し 

・土地利用計画図 

・公共施設一覧 

・土地利用計画面積・割合 

・調書 

・A１サイズ、モノクロで作

成 

・記載内容は担当者に問い 

合わせること 

・手続き様式 P２９参照 

 

３．１２ 開発行為に関する工事の廃止届（正本１部） 

表１３ 工事の廃止届出提出書類 

番号 書類・図面名 内容・明示すべき事項 備考 

１ 

開発行為に関する工事

の廃止届出書 

（別記様式第八・手続

き様式 P２６） 

 ・開発行為に関する工事を廃

止した時は、遅滞なく届出

ること。 

２ 
その他区長が必要と認

めた図書 
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開発行為許可申請図書目次（書類） 

書類番号 書    類    名 摘 要 

１ 

１－２ 

１－３ 

１－４ 

２ 

３ 

４ 

５－１ 

５－２ 

５－３ 

６ 

７－１ 

７－２ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

 

１３ 

 

 

 

開発行為許可申請書 

委任状 

本人確認書類 

地番表 

設計説明・概要書  

資金計画書 

公共施設管理者の同意を証する書面 

公共施設管理予定者との協議をしたことを示す書面 

管理者との協議をしたことを示す書類（２０ha 以上） 

管理者との協議をしたことを示す書類（４０ha 以上） 

消防署確認書 

工事の実施の妨げとなる権利者の同意を証する書面 

本人確認書類 

土地及び工作物等の登記事項証明書 

申請者の資力及び信用に関する書類 

工事施行者の能力に関する書類 

設計者の資格を証する書類 

都市計画法以外の法律等に基づく許可、認可等が必要な

場合はその許可書等の写し 

その他、区長が必要と認めた書類 
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開発行為許可申請図書目次（図面） 

図面番号 図     面     名 摘 要 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３－１ 

１３－２ 

１３－３ 

１４－１ 

１４－２ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

２１ 

２２ 

２３ 

位置図 

公図の写し 

公共施設の管理者等に関する図面 

現況図・区域図 

求積図 

土地利用計画図 

造成計画平面図 

造成計画断面図 

排水施設計画平面図 

給水施設計画平面図 

公共施設構造図 

がけの断面図 

擁壁の配置図 

擁壁の断面図 

擁壁の展開図・背面図 

杭・地盤改良平面図（使用する場合のみ） 

杭・地盤改良断面図（使用する場合のみ） 

擁壁の構造計算書（義務擁壁がある場合のみ） 

地盤調査報告書（義務擁壁がある場合のみ） 

杭・地盤改良計算書（使用する場合のみ） 

斜面の安定計算書（該当する部分がある場合のみ） 

崖面崩壊防止施設の断面図（設置する場合のみ） 

崖面崩壊防止施設の背面図（設置する場合のみ） 

現況写真 

その他、区長が必要と認めた図書 

開発登録簿 

 

 


